
別表第１（第５条関係)

【事務事業の基本的事項】
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仙北市の介護を必要とする高齢者の為に、介護保険法に基づき介護老人保健施設を設
置した。

利用者が病院の入院治療を終えて、病状の回復期や安定期にある寝たきり老人、痴呆
性老人等、また医療ケアの必要から在宅での療養が困難な寝たきり老人等、様々な
ニーズに対応したサービスを提供し、自立を支援し、家庭復帰の促進を図る。
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施設の従業者の職種は、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、栄養
士、介護支援専門員、事務員、運手員で、利用者個々のサービス計画に沿って自立を
支援する。
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【事務事業の今までの成果】

【事務事業を取巻く環境】

【一次評価】

※一次評価の判定がＢ～Ｄのときは、下記に必ず記入すること。

【二次評価】

判 定 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ 介護保険施設の運営について、施設としての必要性は十分認められるが、効率やコスト面か
ら民営化等の検討が必要と考える。

判 定 事 業 の 方 向 性 判 定 に 至 っ た 理 由

Ｂ
Ａ 現状のまま継続（実施）

介護老人保健施設は有効性や必要性は十分
に認められるが、妥当性について運営方法
に改善の余地があり、Ｂ判定とした。

Ｂ 見直しの上で継続（実施）

Ｃ 大幅な見直しの上で継続（実施）

Ｄ 休止・廃止（統合を含む）を検討する事業

【具体的な今後の取組内容（改善の方向性、対象、意図、手段等について記載すること。）

運営方法の見直しについては、民間委託等を検討する。また、事務処理上のコスト縮減を図る。

平成６年に設立し利用者に適切なサービス計画を策定し、可能な限り居宅において生活できるよう配慮してい
る。毎年地方債の償還すると共に黒字を計上している。

国・県・他自治体の動向

事業に対する市民の意見
（事業に対する期待、要望、苦情等）

介護老人保健施設を市町村で設置している施設は全国で１２８施設（3.9％)
である。仙北市では行財政改革として高齢者福祉施設の民営化を検討してい
る。

仙北市総合計画アンケート調査によると高齢者福祉への要望が多い。今後も
市民のために介護老人保健施設の充実を図る。
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